
令和６年度第１回琴浦町男女共同参画審議会 会議録

開催日時 令和７年３月２４日（月）１９：００～２０：００

開催場所 琴浦町役場本庁舎２階 防災会議室

参加者 (１) 委員

キランガ 典子（会長）、井木 桂太（副会長）

澤田 直美、中本 敏彦、米田 忠良、山根 真奈

（欠席）久保田 康之

(２) 事務局

財賀企画政策課長、景山

会議の次第 １ 開会

２ 挨拶

３ 協議事項

(１) 第４次琴浦町男女共同参画プランに基づく令和６年度の取り組み実績

について

(２) 令和７年度に向けた男女共同参画推進に関する審議員意見について

４ その他

５ 閉会

委員からの

意見

(１) 第４次琴浦町男女共同参画プランに基づく令和６年度の取り組み実績に

ついて

町の取り組みを町民に知ってもらいえば、企業や家庭へも反映されるので、積

極的な広報が必要。

読者層を踏まえると、広報はホームページと町報の双方で行うのが有効。

自治会活動に各世代が参加しやすいように参加方法や発信方法（SNS や町報）

を検討する必要がある。また、行政・地域活動に関する行政発信方法を工夫す

る必要がある（イラストの活用等）。

避難所運営に関し、想定外の災害が多い上、プライバシーなどの配慮すべき点

が多い。避難所運営の体制構築は重要なので、可能な限りの想定で準備を進め

る必要がある。

人が集まる町内のイベントで啓発活動（DV 防止のパネル展や啓発グッズ配布

など）をすればより効果的である。

(２) 令和７年度に向けた男女共同参画推進に関する審議員意見について

令和６年度評価でＡ・Ｂの項目は維持し、Ｃ・Ｄの項目は努力が必要。

職場における育児関連の休みが取りやすい環境づくりを進めるために積極的

な啓発活動が必要である。また、企業は優秀な人材を確保するための働きや

すい環境整備を重要視しているので、町も環境整備に取り組むべき。

「男女」という言葉を使う必要はなく、共同参画で充分意図が把握できる時

代になったので、そのような考えがあることを認識しておくこと。

役場の男性職員の積極的な育児休暇取得を評価。民間へも波及させる取り組

みと対外向けにアピールをすべき。


